
平成 18 年 3 月 28 日 

株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グル－プ 

三和ケイマン・ファイナンス・リミテッドほか 5 社の清算について 

 今般、株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループ（取締役社長 畔 柳
くろやなぎ

 信
のぶ

雄
お

）の子会社である

株式会社三菱東京 UFJ 銀行は、その子会社である三和ケイマン・ファイナンス・リミテッドほか  

5 社について、清算することを決定しました。 

1． 清算する子会社の概要 

(1) 会 社 名 ① 三和ケイマン・ファイナンス・リミテッド 
  （Sanwa Cayman Finance Limited） 

② 三和ケイマン・インベストメント・リミテッド 
   （Sanwa Cayman Investment Limited） 

③ 三和ケイマン・トレジャリー・ファンド・リミテッド 
（Sanwa Cayman Treasury Fund Limited） 

④ 三和ケイマン・マネタリー・ファンド・リミテッド 
（Sanwa Cayman Monetary Fund Limited） 

⑤ 三和ケイマン・インターナショナル・インベストメント・リミテッド

（Sanwa Cayman International Investment Limited） 

⑥ 三和ケイマン・セキュリティーズ・インベストメント・リミテッド 
（Sanwa Cayman Securities Investment Limited） 

(2) 本社所在地 ①～⑥とも、英国領西インド・ケイマン諸島・グランドケイマン・ジョ

ージタウン・アグランドハウス 私書箱 309 メープルズ・アンド・カル

ダー  

（Maples and Calder, Ugland House, P.O.Box 309, George Town, Grand 
Cayman,Cayman Islands, British West Indies） 

(3) 代表者氏名 ①～⑥とも、杉村 章弘 

(4) 資 本 金 ①、②は 100 米ドル、③～⑥は 50 千米ドル 

(5) 事業の内容 ①～⑥とも、米国債投資等 

2． 清算を決定した理由 
上記子会社は、米国債を保有すること等により緊急時の外貨流動性を確保する目的で、平成 

9 年から平成 10 年にかけて設立しましたが、現在の経営環境に鑑み、今後は不要との判断に

至ったことから、清算を決定しました。 

3． 清算の時期 
平成 19 年 3 月末までに清算の予定です。 

4． 清算に伴う損失額 
当社が既に発表しております当期業績予想に変更はございません。 

以 上 


